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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近接する携帯装置を識別する方法であって、
　第１の携帯装置および第２の携帯装置が互いに近接しているとき、感知識別子（ＩＤ）
を提供するステップと、
　前記第１の携帯装置（１）が前記提供する感知識別子（ＩＤ）を検出するステップと、
　検出された前記感知識別子を所定のフォーマットまたは値域と比較することと、検出さ
れた前記感知識別子を格納されている識別子のフォーマットと照合することおよび検出さ
れた識別子を認識することの少なくとも一方にパターン認識を用いることと、のうちの少
なくとも一方によって検出された前記感知識別子を検査するステップと、
　前記第２の携帯装置（２）が前記提供する感知識別子（ＩＤ）を検出するステップと、
　前記第１の携帯装置（１）が、前記感知識別子の検出および検査が成功すると、前記提
供する感知識別子（ＩＤ）を検出することを伴う要求メッセージ（Ｑ（ＩＤ））を前記第
２の携帯装置（２）に送るステップと、
　前記第２の携帯装置（２）が、前記要求メッセージを受け取ると、確認メッセージ（Ａ
（ＩＤ））を前記第１の携帯装置（１）に送り、前記第１の携帯装置および第２の携帯装
置の両方が前記の同一の、提供する前記感知識別子（ＩＤ）を検出したとき、相互の識別
を確立するステップと、
を備えていることを特徴とする方法。
【請求項２】
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　請求項１に記載の方法において、
　前記要求メッセージ（Ｑ（ＩＤ））が感知識別子情報を備えることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の方法において、
　前記確認メッセージ（Ａ（ＩＤ））が感知識別子情報を備えることを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の方法において、
 前記要求メッセージ（Ｑ（ＩＤ））を送るステップおよび前記確認メッセージ（Ａ（Ｉ
Ｄ））を送るステップのうちの少なくとも一方がブロードキャストを含むことを特徴とす
る方法。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の方法において、
　検出された感知識別子（ＩＤ）を検査するステップにはサーバが関与することを特徴と
する方法。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の方法において、
　前記感知識別子（ＩＤ）を前記提供するステップは標識、空間的なパターンおよび時間
的なパターンのうちの少なくとも一方、またはバーコードのような視覚識別子を視覚的に
提供することを備えることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の方法において、
　前記感知識別子（ＩＤ）を前記提供するステップは音響信号のような聴覚識別子を聴覚
的に提供することを備えることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、
　前記聴覚識別子は拍手または携帯装置（１、２）同士のぶつけ合うことによって生成さ
れることを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の方法において、
　前記提供する感知識別子（ＩＤ）は時間間隔で隔てられた２つの連続した信号を提供す
ることを備えることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の方法において、
　前記感知識別子（ＩＤ）の検出ステップはタイムスタンプの生成を含むことを特徴とす
る方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法において、
　前記タイムスタンプは２つの連続した音響信号の間の時間間隔を備える表すことを特徴
とする方法。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか１項に記載の方法において、
　第３の携帯装置が前記提供する感知識別子（ＩＤ）を検出するステップと、
　前記第３の携帯装置は、前記要求メッセージ（Ｑ（ＩＤ））を受け取ると、前記確認メ
ッセージ（Ａ（ＩＤ））を前記第１の携帯装置（１）に送り、相互識別を確立するステッ
プと、
をさらに備えていることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法において、
前記第１の携帯装置（１）は前記第３の携帯装置からの確認メッセージ（Ａ（ＩＤ））を
受け取ると、前記第２の携帯装置（２）に更新メッセージを送るステップ、
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をさらに備えていることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法において、
　前記更新メッセージは各々の識別された近接する装置（１、２、．．．）の識別を含む
ことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載の方法において、
　更新メッセージは識別された近接する装置（１、２、．．．）の間で交換されることを
特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１から１５のいずれか１項に記載の方法において、
　所定の時間内に識別された携帯装置のリストを各携帯装置（１、２、．．．）が保持す
るステップをさらに備えていることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１から１６のいずれか１項に記載の方法において、
　携帯装置（１、２、．．．）は感知識別子（ＩＤ）を前記検出して変更される状態を有
することを特徴とする方法。
【請求項１８】
　少なくとも２つの携帯装置（１、２、．．．）をペアリングする方法であって、
請求項１から１７のいずれか１項に記載の近接する携帯装置を識別する方法を備えている
ことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　請求項１から１８のいずれか１項に記載の方法を実行することを特徴とするコンピュー
タプログラム製品。
【請求項２０】
　請求項１から１８のいずれか１項に記載の方法で用いられる携帯装置（１）であって、
　前記提供する感知識別子（ＩＤ）を検出するための検出ユニット（１４；１８）と、
　前記提供する感知識別子（ＩＤ）を検出することを伴う要求メッセージ（Ｑ（ＩＤ））
を他の携帯装置に送信するように、かつ、検出された前記感知識別子を所定のフォーマッ
トまたは値域と比較することと、検出された前記感知識別子を格納されている識別子のフ
ォーマットと照合することおよび検出された識別子を認識することの少なくとも一方にパ
ターン認識を用いることと、のうちの少なくとも一方を含む検査をするように、設けられ
たプロセッサユニット（２１）と、を備えていることを特徴とする携帯装置（１）。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の携帯装置において、
　所定の時間内に識別された携帯装置のリストを保持するメモリユニット（２２）をさら
に備えていることを特徴とする携帯装置。
【請求項２２】
　請求項２０または２１に記載の携帯装置において、
　前記プロセッサユニット（２１）は、前記検出された感知識別子を検査サーバ（５）に
送ることによって、前記検出された提供する感知識別子（ＩＤ）を検査するように設けら
れていることを特徴とする携帯装置。
【請求項２３】
　請求項２０から２２のいずれか１項に記載の携帯装置において、
　前記プロセッサユニット（２１）が検出された感知識別子（ＩＤ）に反応して前記携帯
装置の状態を変更するように設けられていることを特徴とする携帯装置。
【請求項２４】
　請求項１から１８のいずれか１項に記載の方法と、請求項２０から２３のいずれか１項
に記載の携帯装置（１；２）とのいずれか一方に用いられるサーバ（５）であって、デー
タ処理のためのプロセッサユニット（５１）と、データ格納のためのメモリユニット（５
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２）と、少なくとも１つの携帯装置（１；２）と通信するための通信ユニット（５３）と
を備え、
　前記プロセッサユニット（５１）は前記第１の携帯装置および前記第２の携帯装置によ
り検出された、前記提供する感知識別子（ＩＤ）間の照合を、検出された前記感知識別子
を所定のフォーマットまたは値域と比較することと、検出された前記感知識別子を格納さ
れている識別子のフォーマットと照合することおよび検出された識別子を認識することの
少なくとも一方にパターン認識を用いることと、のうちの少なくとも一方によって、検査
するように設けられていることを特徴とするサーバ（５）。
【請求項２５】
　請求項２４に記載のサーバにおいて、
　前記プロセッサユニット（５１）は前記携帯装置（１；２）が関与するゲームのゲーム
ルールの適用と、前記携帯装置が関与する商取引の取引ルールの適用と、のうちの少なく
とも一方をするように設けられることを特徴とするサーバ。
【請求項２６】
　移動通信システムであって、
　少なくとも２つの、請求項２０から２３のいずれか１項に記載の携帯装置（１）、また
は、少なくとも２つの、請求項２０から２３のいずれか１項に記載の携帯装置（１）と少
なくとも１つの、請求項２４または２５に記載のサーバ（５）とを備えていることを特徴
とする移動通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は近接する携帯装置の識別に関する。とりわけ本発明は近接する携帯装置を識別
する方法、および空間的に近接した位置にある他の携帯装置を識別することができる携帯
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話（セルラーフォン）やＰＤＡ（携帯情報端末）、ラップトップコンピュータ、
および（携帯）ゲームコンソールのような携帯装置では多機能性がますます増大している
。現代の携帯電話は、例えば電話をかけるのに適しているだけでなく、しばしば計算機、
カレンダー、およびゲームさえも含んでいる。携帯電話のゲームは通常単独プレーヤのた
めに設計されており、操作される携帯装置のみが関与する。しかしながら、いくつかのタ
イプのゲームは複数のプレーヤを必要とし、各プレーヤはそれぞれ所有の装置を用いる。
複数のプレーヤがゲームを開始できるようになる前に、これらのプレーヤが選ばれ、そし
てこれに対応して彼らの携帯装置が識別されなければならない。
【０００３】
　他の携帯装置の電話番号およびこれらの所有者の名前を含む、格納されている電話リス
トを用いて他の携帯装置の識別を行うことが可能である。しかしながらこの電話リストは
他の携帯装置の利用可能性および近接性に関する情報は含んでいない。もし複数のプレー
ヤで行うゲームが、お互いに近くに存在するプレーヤのグループで行われる場合、例えば
目で見える距離内で行われる場合、このグループのこれらの携帯装置は別の方法で識別さ
れなければならない。もちろん参加する携帯装置の電話番号をマニュアルで入力すること
は、もしこれらが分かっているならば、可能である。しかしながらこれは煩わしいことで
あり、そして特に電話番号が読み上げられる時には、間違いを起こし易い。これに対応す
るため、互いに近接して位置する携帯装置の簡単だが効果的な識別方法への要求がある。
【０００４】
　このような識別方法は携帯電話以外の携帯装置、例えばＰＤＡ、ラップトップコンピュ
ータ、およびいわゆるノートブックコンピュータでも用いることができる。ＰＤＡおよび
これと同様の装置は、これら装置間のトランザクションを開始するために、一般に他の装
置を識別する必要があるので、識別方法はゲームのアプリケーションに用いられるだけで
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はない。トランザクションの１つの例は情報の交換であり、この情報はデータファイル、
カレンダー予約および他の情報等である。
【０００５】
　この識別方法は主に互いに近接して位置する携帯装置で使用されるであろう。これは離
れた装置は複数プレーヤのゲームまたはデータ交換には参加しないであろうからである。
具体的には携帯装置（の所有者）が見えるところにある場合、ゲームに参加させるためま
たはカレンダーデータの交換のために、この携帯装置（の所有者）を招待することが希望
される。このゲームに参加するため、またはデータ交換するために招待された携帯装置で
は、それがまず識別されなければならない。したがって、近接する携帯装置を自動的に識
別する必要がある。
【０００６】
　例えば国際特許出願公開第ＷＯ２００５／１０３８６２号（Motorola）は、状況検知回
路およびマイクロプロセッサを含む携帯電子装置を開示している。この状況検知回路は、
この装置の動きまたは他の対象物との接近もしくは接触などの、この装置の状況の特徴を
検出することができる。この検出された状況の特徴は仮想的物理表現、例えば水平線に対
するこの装置の相対的な角度を表示するのに用いられる。ユーザのような外来物との接触
または接近により、タッチセンサが起動され、この装置がそのユーザにどのように支持さ
れているか決定するために用いられる。赤外（ＩＲ）センサが、ユーザの身体を含む他の
対象物の接近を検出することに用いられる。これらのセンサは他の対象物の存在に関する
情報を提供するだけであり、これらの識別に関するものではない。
【０００７】
　米国特許出願公開第ＵＳ２００２／００２１２７８号（Hinckley等）は複数のセンサか
ら状況値が抽出される装置を開示している。近接センサには赤外（ＩＲ）光が用いられて
他の対象物の接近を検出する。この近接センサはＩＲ送信機およびＩＲ受信機を含み、受
信された（散乱された）ＩＲ光の強度は他の対象物との距離に逆比例するものとする。こ
こでもまたこの公知の近接センサは近接対象物の識別に関する情報を提供するためには用
いられていない。
【０００８】
　いくつかの従来装置では他の対象物が接近していると決定する代わりに情報を読むこと
が可能である。例えば、欧州特許出願公開第ＥＰ１６７７５１２号（Sharp）はバーコー
ド読み込みおよび写真撮影が可能な携帯電話を開示している。この公知の装置はＵＲＬ（
Uniform Resource Locators、すなわちインターネットアドレスの参照番号）を表すバー
コードを認識することができる。これらのバーコードは従って携帯装置の識別には用いら
れていない。
【０００９】
　英国特許出願公開第ＧＢ２３６２０７０号（Nokia）は携帯通信装置を用いた支払いシ
ステムを開示しており、ここでこの装置はこの画面にバーコードを表示することができ、
このバーコードは識別のためにサービスアクセスポイントに提示される。識別された携帯
通信装置とのブルートゥース（Bluetooth（登録商標））接続がこれにより設定され、他
の近接した携帯識別装置を明確に排除している。
【００１０】
　米国特許出願公開第ＵＳ２００７／１７４２４３Ａ１号（Fritz）は、カメラを備えた
携帯電話装置を用いた携帯ソーシャルサーチ方法を開示している。携帯電話装置のカメラ
は特定のユーザの興味を表すバーコードをキャプチャし、このバーコードに基づいてこの
装置は、この装置の場所を含むデータを中央サーバに送る。このサーバは次に同じような
位置でユーザの関心に照合する他の携帯装置をサーチする。これらの携帯電話装置の各々
の位置はＧＰＳ（Global Positioning System）あるいは三角測量を用いて決定される。
結局、この公知の方法は携帯電話のシステムがこの装置の位置を決定することを必要とし
、そしてこれから他のどの装置がバーコードをスキャンした携帯電話装置の近くにあるか
判断する。これに対応して、この公知の方法は携帯電話ネットワークに、近接する装置を
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照合するという負荷を与える。更に、このＧＰＳを用いて決定された位置および特に三角
測量を用いて決定された位置は不正確な可能性があり、望ましくない「照合（matches）
」につながる可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、従来技術のこれらおよび他の問題を克服することであり、近接する携
帯装置を識別する方法を提供することであって、この識別方法はシンプルであると共に効
果的であり、この携帯装置で使用されている特定の携帯電話ネットワークに実質的に依存
しない。
【００１２】
　本発明のもう１つの目的はこのような方法で用いられる携帯装置、サーバおよび携帯通
信システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　これに対応して、本発明は近接する携帯装置を識別する方法を提供し、この方法は以下
のステップを含む。
　・感知識別子を提供するステップ、
　・第１の携帯装置がこの感知識別子を検出するステップ、
　・第２の携帯装置がこの感知識別子を検出するステップ、
　・第１の携帯装置がこの感知識別子を伴う要求メッセージを第２の携帯装置に送るステ
ップ、および
　・第２の携帯装置が、要求メッセージを受け取り、確認メッセージを第１の携帯装置に
送り、相互の識別を確立するステップ。
　この感知識別子の検出には通常この感知識別子の近くにこれらの携帯装置があることを
必要とし、そして従って互いに近接していることを必要としているので、両方（または全
て）の携帯装置に同一の感知識別子を検出させることにより、これらの携帯装置が近接し
ていることが保証される。第１の携帯装置が第２の携帯装置に要求メッセージを感知識別
子と共に送るようにさせることにより、そして第２の携帯装置が確認メッセージを返すよ
うにさせることにより、相互の識別が達成される。
【００１４】
　尚、本発明の方法においては、これらの携帯装置の絶対位置を知ることは必要無く、こ
れらが近接していることだけが決定されなければならないだけである。このことが、例え
ば前述の第ＵＳ２００７／１７４２４３号よりも、本発明の方法をよりシンプルかつ効果
的なものとしている。
【００１５】
　要求メッセージおよび確認メッセージは携帯電話ネットワークを介して送られてよいが
、好ましくは別のシステム、例えば赤外（IR）送信機またはこの携帯電話ネットワークの
無線周波数と異なる動作周波数の無線周波数（RF）送信機を用いる。有利なものではブル
ートゥース（Bluetooth（登録商標））技術を用いることができる。
【００１６】
　要求メッセージは感知識別子を伴っており、第２の携帯装置が他の異なる感知識別子を
伴う要求メッセージから特定の感知識別子を伴う要求メッセージを区別できるようになっ
ている。確認メッセージは同様に感知識別子を伴ってよいが、これは必須なものではない
。
【００１７】
　好ましくは要求メッセージは感知識別子を含む。即ち、要求メッセージは、この感知識
別子に含まれるかまたはこの感知識別子で表される情報を含んでよい。もし感知識別子が
バーコードであるならば、例えばバーコードは通常数字（数値コード）である。このとき
、感知識別子情報はこの数字であり、生成される要求メッセージを特定の感知識別子に応
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じて一意的に識別するために、感知識別子情報は要求メッセージに含まれていてよい。同
様に、確認メッセージは感知識別子を含んでよいが、これは必須ではない。
【００１８】
　要求メッセージを送るステップおよび／または確認メッセージを送るステップはブロー
ドキャストを含むと有利である。すなわち、これらのメッセージはただ１つの装置のみを
目指すものでなく、ブロードキャストすることによって全ての動作中の（近接した）携帯
装置により受信されてよい。本発明により、特定の感知識別子を検出した携帯装置のみが
反応し、返信の確認メッセージを送ることにより応答する。
【００１９】
　感知識別子を検出することに加え、感知識別子は検査される。従って１つの有利な実施
形態は検出された感知識別子を検査するステップを更に含み、このステップには好ましく
はサーバーが関与している。検査するステップは検出された感知識別子を所定のフォーマ
ットと比較し、検出された識別子は本物の識別子であることを確認し、そしてその特性を
決定する。検査するステップも、または代替として、それ自体良く知られているパターン
認識技術を含んでよい。検証するステップは携帯装置で行われてよいが、好ましくはサー
バーで行われる。すなわち、携帯装置は検出された感知識別子（または感知識別子情報）
をサーバーに送ってよく、このサーバーは感知識別子を検査し、携帯装置にレポートを返
送する。検証ステップを追加することは誤りの可能性を低減し、セキュリティを改善する
。
【００２０】
　尚、「感知識別子」という用語は音響信号のような聴覚識別子、視認可能な標識および
符号のような視覚識別子、匂いのような臭覚識別子、点字パターンのような触覚識別子、
および（共通）動作のような動作識別子を含むことを意味する。これに対応して、本発明
は聴覚識別子、視覚識別子および／または近接する携帯装置を識別するための他の識別子
を用いる。
【００２１】
　上記のように感知識別子は標識、空間的および／または時間的なパターン、またはバー
コードのような視覚識別子を備えてよい。代替としてまたは追加で、感知識別子は音響信
号のような聴覚識別子、および／または携帯装置の共通の動作のような動作識別子を備え
てよい。全ての場合で、感知識別子情報は感知識別子が発生した時の（絶対的または相対
的）時刻を含んでよい。
【００２２】
　とりわけ有利な１つの実施形態では、聴覚識別子は拍手または携帯装置同士をぶつけ合
うことによって生成される。拍手はこれが起こった時点を明確に規定する聴覚識別子であ
る。拍手を携帯装置で検出できる距離は相対的に大きい。携帯装置同士をぶつけ合うと、
一般的に更に局所的に検出される聴覚識別子を生成し、この音源と携帯装置のマイクロフ
ォンとの間の極めて短い距離のために、この聴覚識別子は殆ど即時に検出される。
【００２３】
　感知識別子は（少なくとも）２つの連続した信号または少なくとも複数の信号を備える
ことが好ましい。２つの連続した音響信号を用いることによって、例えば、より良好な検
出と（相対的な）タイムスタンプとが可能である。複数の音響信号の代わりに複数の（連
続または非連続の）画像信号が用いられてよく、例えば２つの光フラッシュまたは２つの
特定の色が用いられてよい。
【００２４】
　感知識別子情報となるタイムスタンプは２つの連続した時間信号の間の経過時間で規定
されてよい。単一の音響信号を感知識別子に用いることができるが、その特徴情報はそれ
が起こった時の絶対時刻を含む。複数の音響信号は特徴情報（タイムスタンプ）として相
対的な経過時間を用いる有利な選択肢であり、これは容易に測定できかつクロック同期を
必要としない。もちろん既知の手段を用いてクロック同期が行われてよく、ブロードキャ
スト同期信号のように、電波信号を用いて、基準クロック（例えば原子時計）を基にした
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ものを用いてよい。
【００２５】
　これに対応して、感知識別子を検出するステップはタイムスタンプの生成を含んでよく
、このタイムスタンプは２つの（連続または非連続の）音響信号の間の時間間隔を含んで
よい。
【００２６】
　本発明の方法は２つの携帯装置の場合について上記に説明したが、本発明はこれに限定
されるものでなく、３個、４個、５個または更に多くの携帯装置を用いて実施することが
できる。これに対応して、本発明の有利な実施形態は以下のステップを更に含む。
　・第３の携帯装置が感知識別子を検出するステップ。
　・第３の携帯装置が、要求メッセージを受信すると、確認メッセージを第１の携帯装置
に送信し相互識別を確立するステップ。
　このようにして、第３の近接携帯装置および他のいかなる近接携帯装置も識別すること
ができる。そのような１つの実施形態の方法は更に以下のステップを含んでよい。
　・第１の携帯装置は第３の携帯装置からの確認メッセージを受信して、第２の携帯装置
に更新メッセージを送信するステップ。
　更新メッセージは他の携帯装置（第２の携帯装置のような）に第３の携帯装置が成功裏
に識別されたことを知らせ、各々の識別された近接装置の識別を含んでよい。この識別は
装置シリアル番号、携帯電話番号、ＳＩＭカード番号および／または他のいかなる適合し
た識別を含んでよく、どの携帯装置が識別されているか決定するのに用いられ、携帯装置
が識別された近接携帯装置のリストを作成することを可能とする。これに対応して、更新
メッセージは識別された近接装置の間で交換されることが好ましい。
【００２７】
　このようにして全ての関係する携帯装置が、それらの識別情報が他の携帯装置に受信さ
れたことを「知る」ことができる。有利なことに、本方法は更に、所定の時間内に識別さ
れた携帯装置のリストを各携帯装置が保持するステップを含む。
【００２８】
　１つの有利な実施形態では、携帯装置は検出された感知識別子に反応して変更される状
態を有してよい。すなわち、感知識別子の検出はこの感知識別子が入力された携帯装置の
状態を変化させてよい。例えば、この携帯装置の状態は「移動通信」または「待機」から
「近接識別」に変化し得る。
【００２９】
　本発明は更に、少なくとも２つの携帯装置をペアリングする方法を提供し、この方法は
上記で規定された近接携帯装置を識別する方法を含む。
【００３０】
　本発明は更に、上記の方法を実行するコンピュータプログラム製品を提供する。コンピ
ュータプログラム製品は、ＣＤやＤＶＤのようなデータ記憶媒体に格納されたコンピュー
タで実行可能な命令のセットを含んでよい。コンピュータで実行可能な命令のセットはプ
ログラミング可能なコンピュータが上記の方法を実行することを可能とし、例えばインタ
ーネットを介して離れたサーバからダウンロードすることによって入手できてよい。コン
ピュータプログラム製品は本発明で使用される携帯装置にロードされてよい。もし携帯装
置に共通のサーバが用いられている場合、共通のサーバで用いられるコンピュータプログ
ラム製品が提供されてもよい。
【００３１】
　本発明はまた、上記の方法で使用される携帯装置を提供し、携帯装置は以下のユニット
を備える。
　・カメラユニット、マイクロフォンユニットおよび／または動作検出ユニットなどの感
知識別子を検出するための検出ユニットと、
　・感知識別子を伴う要求メッセージを他の携帯装置に送信するように設けられたプロセ
ッサユニット。
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　カメラユニットの代わりにまたは追加で、バーコードのような標識コードをスキャンす
るためのスキャナユニットが用いられてよい。
【００３２】
　好ましくは、携帯装置は更に、所定の時間内に識別された携帯装置のリストを保持する
メモリユニットを備える。携帯装置のプロセッサユニットは更に、検出された感知識別子
を検査サーバに送ることによって、検出された感知識別子を検査するように設けられてよ
い。
【００３３】
　本発明は更に加えて、上記の方法で、および／または少なくとも１つの上記の携帯装置
とともに使用するためのサーバを提供し、このサーバはデータ処理のためのプロセッサユ
ニット、データ格納のためのメモリユニットおよび少なくとも１つの携帯装置と通信する
ための通信ユニットを備える。プロセッサユニットは好ましくは感知識別子を検証するよ
うに設けられており、この感知識別子は少なくとも１つの携帯装置から受信されている。
【００３４】
　サーバのプロセッサユニットは更に、成功した識別の記録のメンテナンスを行うため、
および好ましくは、例えば種々のゲームでの役割のように、様々な携帯装置に異なる役割
を与えるために設けられてよい。これに対応して、サーバのプロセッサは少なくとも１つ
の携帯装置が関与するゲームのゲームルールを適用するように設けられてよく、および／
または少なくとも１つの携帯装置が関与する商取引の取引ルールを適用するように設けら
れてよい。
【００３５】
　更に、本発明は上記の携帯装置および／またはサーバを備えた移動通信システムを提供
する。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
　添付する図面に示す実施形態例を参照して、本発明を以下に説明する。その図面は以下
のとおりである。
【図１】図１は本発明による携帯装置のセットを概略的に示す。
【図２】図２は本発明による、カメラを備えた携帯装置を概略的に示す。
【図３】図３は本発明による、スピーカーおよびマイクロフォンを備えた携帯装置を概略
的に示す。
【図４】図４は本発明による、携帯装置間のデータ交換を概略的に示す。
【図５】図５は本発明による携帯装置の構成部品を概略的に示す。
【図６】図６は本発明によるサーバの構成部品を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図１に複数の携帯装置のセットが第１の携帯装置１および第２の携帯装置２を備える例
を示すが、本発明はこれに限定されるものではない。この図に示す例では、携帯装置は携
帯（セルラー）電話装置であり、この携帯装置はしかしながら、ＰＤＡ（パーソナルディ
ジタルアシスタント）のような、他の機能も搭載している。
【００３８】
　各々の携帯装置１、２は、表示画面１３、キーパッド１４、スピーカー１７、およびマ
イクロフォン１８が設けられた正面１１を有する。尚、スピーカー１７および／またはマ
イクロフォン１８は代替方法としてこの装置の側面に設けられてよい。図２に示すように
、各々の携帯装置には背面１２にバーコードスキャナまたはカメラ１５が設けられてよい
。
【００３９】
　本発明により、携帯装置１、２は感知識別子を検出することができる。図１に示す感知
識別子ＩＤは、バーコードで構成されている。図２に示すように、このバーコードは携帯
装置のバーコードスキャナまたはカメラによって「読まれ」てよい。
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【００４０】
　バーコードまたは標識のような視覚識別子はステッカーまたはラベル９上に適用されて
よい。図１に示す一般的なバーコードのような静的空間パターンの代わりに、点滅するパ
ターンまたは標識で、その周波数および／または時間間隔が識別情報を含むような時間的
パターンが用いられてよい。これに対応して、視覚識別子は空間的および／または時間的
パターンから構成されてよく、例えばディスプレイ（商店や商店のウィンドウにある広告
ディスプレイ等）または光によって生成されてよい。
【００４１】
　感知識別子は他に、または追加で、音響信号のような聴覚識別子を備えてよい。聴覚識
別子は携帯装置のスピーカーにより発生されてよく、またはドラムや音叉のような携帯装
置の外部のパーカッシブエレメント（打撃音発生器）で生成されてよい。代替として、ま
たは追加で、この聴覚識別子は拍手または携帯装置同士をぶつけ合うことによって生成さ
れてよい。感知識別子にはタイムスタンプが付随してよい。これは多数のソースから感知
識別子を区別することを可能とする。
【００４２】
　本発明により、感知識別子は聴覚識別子でもよい。これは図３に示されており、ここで
識別子（図１のＩＤ）は携帯装置１、２同士をぶつけ合うことにより生成される。このタ
ッピング音は両方の携帯装置のマイクロフォン１８によって受信される。聴覚識別子は他
にスピーカー（例えばスピーカー１７）によって生成される音響信号によっても構成され
、この音響信号は好ましくは多重音および／または複数のパルスにより構成され、複数の
異なる識別子および／またはタイムスタンプを区別することができる。
【００４３】
　その他に、または追加で、臭覚識別子および／または触覚識別子が用いられてよい。こ
のような態様では、携帯装置は、匂いを検出することができ、この匂いは他の携帯装置に
よっても検出される。あるいは他の目標物または装置の表面を感知することができ、この
感知された表面は例えば点字標識のような触覚識別子を備えている。携帯装置の（共通の
）動作を検出する動作検出器が用いられてもよい。本発明は従って聴覚識別子または視覚
識別子に限定されない。
【００４４】
　感知識別子は、図１～３の例では聴覚識別子と視覚識別子であるが、携帯装置が互いに
近接して位置する時にこれらの携帯装置を識別するのに用いられる。本識別方法は他の装
置の正体を決定するのに用いられ、この正体はこれに続けて情報交換および／またはゲー
ムを行うために用いられる。更に具体的には、本発明による識別方法は、少なくとも第１
の携帯装置が感知識別子（バーコードまたは音響信号等）を検出するステップおよび感知
識別子を伴う要求メッセージを第２の携帯装置に送信するステップを含むいくつかのステ
ップからなっている。更に、識別子を所定のフォーマット、値域または同様の基準と比較
することにより、検出された識別子を検査することができる。検出された識別子を格納さ
れている識別子のフォーマットと照合すること、および／または検出された識別子を認識
することにパターン認識技術が用いられてよい。
【００４５】
　識別手順の１つの例が図４に示されており、ここでは２つの携帯装置１および２の間の
情報交換が概略的に示されている。
【００４６】
　第１の情報交換Ｉにおいて、第１の携帯装置１は最初に識別子ＩＤを検出する。この識
別子は、この携帯装置自体で、または携帯電話ネットワークまたは他のネットワークを介
してサーバにより、検査される。検出および／または検査が成功すると、第１の携帯装置
は要求メッセージＱ（ＩＤ）を他の携帯装置に送信する。この例では第２の携帯装置に送
信する。この要求メッセージＱ（ＩＤ）は届く範囲にある全ての携帯装置に届くようなブ
ロードキャストであってよい。前述のように、要求メッセージは好ましくは、例えばＩＲ
技術またはブルートゥース（Bluetooth（登録商標））技術のようなＲＦ技術を用いて送
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信することができるが、携帯電話ネットワークを用いて送信することもできる。要求メッ
セージＱ（ＩＤ）は感知識別子ＩＤに含まれる情報、すなわちこの感知識別子で表される
数字または英数字コードを含むことが好ましい。代替として、この情報を含むデータはこ
の要求メッセージに含まれることが可能であり、これにより要求メッセージＱ（ＩＤ）が
特定の感知識別子ＩＤを伴っているかどうか決定することができる。
【００４７】
　もし第２の携帯装置２もまた感知識別子を検出すると、この携帯装置２は、要求メッセ
ージＲ（ＩＤ）の受信の応答として、第１の携帯装置に確認メッセージＡ（ＩＤ）を送信
する。このため第２の携帯装置２は好ましくはこの要求メッセージＱ（ＩＤ）が特定の検
出された識別子ＩＤを伴っているかどうかを、例えば要求メッセージＲ（ＩＤ）の内容を
調べることによって照合する。もし第２の携帯装置が１つ以上の感知識別子、例えばＩＤ
、ＩＤ１およびＩＤ２を検出した場合は、第２の携帯装置は受信した要求メッセージＱ（
ＩＤ）がどの感知識別子を伴っているか照合する。もし合致するものがあれば、第２の携
帯装置は、好ましくは検出された感知識別子を伴う確認メッセージＡ（ＩＤ）を送信する
。すなわち、これはこの確認メッセージが特定の要求メッセージＱ（ＩＤ）に関係してい
ることを第１の携帯装置１が決定することを可能とし、そして好ましくはまたこの確認が
特定の感知識別子ＩＤに関係していることを第１の携帯装置が決定することを可能とする
。
【００４８】
　このようにして、確認された装置の相互識別が達成される。第２の情報交換ＩＩでは、
これらの携帯装置の役割が逆転する。しかしながら、この情報交換は類似しており、やは
り相互識別をもたらす。尚、図４の方法は容易に２つより多い携帯装置を含むように拡張
でき、３つ、４つまたはそれより多い携帯装置を含むように拡張できる。
【００４９】
　本発明の好ましい実施形態では、各々の携帯装置は各々の携帯装置がある時間内に識別
した携帯装置のリストを格納する。全ての新たな感知識別子はこのリストと比較すること
ができ、二重の（相互）識別が避けられる。ある感知識別子が二度目に検出された場合、
要求メッセージまたは確認メッセージは送信されない。
【００５０】
　更に、もはや感知識別子の近くに無い携帯装置の好ましくない識別を避けるために、そ
して識別する装置の数を限定するために、感知識別子の検出は好ましくは、例えば１０秒
または２分のように限定された時間のみ有効とする。
【００５１】
　本発明の１態様によると、識別の成功は携帯装置が互いに相互トランザクションを開始
することを可能にする。本発明の更なる態様によると、これらの識別は通常各々の携帯装
置の状態を変更し、例えば第１の状態「ゲーム参加可能」から第２の状態「ゲーム参加中
」に変更する。このようにして、これらの識別子はプロトコルを実行することに用いるこ
とができる。あるプロトコルでは、関与する装置の実際の正体は重要ではなく、これらが
近接していることだけが重要となる。
【００５２】
　本発明で用いられる識別技術は自動的に、近接した装置すなわちある限定された範囲に
位置する装置を選択する。視覚識別子および聴覚識別子は共に通常数メートルの範囲での
み検出されるが、もしバックグラウンドノイズが限られていれば、聴覚識別子は離れたと
ころから検出される。本明細書では近接した装置は、ゼロまたはほんの数ミリメートルか
ら数メートルまたはおおよそ１００メートルまでもの範囲の相互間距離の装置を含むと理
解されるが、更に大きな距離を除外するものではなく、あるアプリケーションでは大きな
距離が用いられることとしてよい。
【００５３】
　感知識別子はタイムスタンプを伴ってよい。例えば、聴覚信号が生成された瞬間が送信
装置によって登録されてよく、この聴覚信号が受信された瞬間が受信装置によって登録さ
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れてよい。聴覚信号はこれが送信された時刻の表示を含むと有利であり、これによって受
信装置が素早く遅延時間を決定し、これから装置間の距離を決定する。信号が生成された
時刻は識別子の一部分で表されてよく、例えば長いコードの若干のビットで表されてよい
。
【００５４】
　聴覚（音響の）識別子はスピーカーによる発生のみによるものでなくてよく、他の手段
によってもよい。例えば、音響信号は２つの携帯装置同士をぶつけ合うことによって発生
することが可能である。テーブルのような別の目標物に１つの携帯装置をぶつけることに
よって発生することも可能である。例えばドラム、鉛筆、音叉またはそれらと同様の器具
のようなパーカッシブエレメント（打撃音発生器）を用いて聴覚識別子を生成することも
可能である。
【００５５】
　聴覚信号のタイムスタンプは、受信装置がどの装置からこの音が出たものか決定するこ
とを可能とする。タイムスタンプに加え、多くの聴覚識別子は（時間および周波数エンベ
ロープのような）他の聴覚識別子から区別することができるような特性を持ち、そしてこ
れによりこの識別子が特定の装置のものであることを突き止めることができる。もしこの
聴覚識別子がぶつけ合いで生成されると、これはまた発生元の装置のマイクロフォンでも
受信される。それゆえ、受信装置で検出された特性は発生元の装置によって受信された特
性と比較されてよい。
【００５６】
　本発明による携帯装置の１つの実施形態例の概略が図５に少し詳細に示されている。図
５には単なる例としての携帯装置１が示されており、この携帯装置はマイクロプロセッサ
（μＰ）２１、メモリ（Ｍ）２２、入出力（Ｉ／Ｏ）ユニット２３、表示画面（ＤＳ）１
３、キーパッド（ＫＰ）１４、カメラ（Ｃ）１５、スピーカー（ＬＳ）１７およびマイク
ロフォン（ＭＰ）１８を備える。マイクロプロセッサ２１、メモリ２２およびＩ／Ｏユニ
ット２３は互いに共通バスで接続され、これに対し表示画面１３、カメラ１５、スピーカ
ー１７、マイクロフォン１８およびキーパッド１４はＩ／Ｏユニット２３に接続されてい
る。
【００５７】
　メモリ２２は携帯装置を動作させるのに適合した、特に上述の識別を実行するためのソ
フトウェアプログラムを格納している。更に、メモリ２２は最近識別された携帯装置のリ
ストを格納してよい。このリストは削除されてよく、例えばある時間が経過した場合また
は携帯装置の電源を切った時に削除されてよい。メモリ２２はまたパターン認識、標識コ
ードのような視覚識別子の検出および検査のための適合したソフトウェアプログラムを格
納してよい。
【００５８】
　カメラ１５は視覚識別子の画像をキャプチャすることができ、いくつかの実施形態では
（バーコード）スキャナと入れ替えられてよい。バーコードまたは他の標識コードの代わ
りに、顔写真のように他の視覚識別子を用いることも可能である。顔（または他の実質的
に固有な識別子）は表示装置の画面および／またはステッカーに表示されてよい。尚、聴
覚識別子のみが用いられる場合は、カメラは削除されてよい。表示画面２２は携帯装置の
標準的な表示画面でよい。
【００５９】
　上述のように、本発明は２つ以上の携帯装置を（互いにまたは一方的に）識別すること
を可能にする。実際は、情報（例えば写真、歌、または文章）を共有するため、または共
通のゲームを開始するため、装置グループ全体が識別される。
【００６０】
　本発明はとりわけゲームのアプリケーションに適している。携帯装置の識別はそれらの
装置がゲームに参加することを可能にする。このようなゲームの例がライブ・ストラテー
ゴ（Live Stratego）であり、ここでは各々の携帯装置はこのゲームの１つの駒となる。
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このようなアプリケーションでは、これらの携帯装置は好ましくは特定の駒を表す標識を
表示できる。これに対応して本発明の携帯装置はゲームを実行するのに所望の好適なもの
となる。
【００６１】
　携帯装置は携帯電話または、もっと一般的にはラップトップコンピュータおよびＰＤＡ
のような可搬装置で、手持ち操作できる装置であってよい。本発明の識別プロセスを、独
立したユニットとして実質的に動作する携帯装置を参照して説明したが、本発明はまた、
携帯装置が部分的にまたは完全に共通サーバにより制御されるか、または少なくとも共通
サーバと通信する、通信システムのようなシステムで用いることが可能である。従って識
別プロセスの一部はこのようなサーバで実行することが可能である。
【００６２】
　本方法で、および／または上述の携帯装置とともに用いられるサーバが図６に概略的に
示されている。図６の実施形態例では、サーバ５はデータ処理のためのプロセッサ（μＰ
）ユニット５１と、データ格納のためのメモリ（Ｍ）ユニット５２と、少なくとも１つの
携帯装置、好ましくは複数の携帯装置と通信するための入出力および通信（Ｃ）ユニット
５３とを備えるように示されている。携帯装置との通信にはＧＳＭ、ＧＰＲＳ、またはＵ
ＭＴＳのような適合した無線技術を用いてよい。
【００６３】
　サーバ５のプロセッサユニット５１は感知識別子（図１のＩＤ）を検査するようにして
もよい。すなわち、携帯装置はいかなる検出された感知識別子もサーバによって検査する
ために、サーバに転送する。これは識別の検査のために適したソフトウェアおよび／また
はハードウェアを携帯装置が持つ必要がないという利点を有する。これに対応して、検査
プロセスに共通のサーバを関与させることによって、携帯装置が相対的にシンプルになり
かつこれにより安価となる。
【００６４】
　本発明のサーバのプロセッサユニット５１は携帯装置からの検査要求メッセージを受信
して、これに応答する検査完了メッセージを生成するように設けられてよい。これらの検
査完了メッセージは携帯装置の特定の役割に特化したものであってよく、この役割はたと
えば携帯装置が関与しようとするゲームまたは他の活動によって決定される。サーバのプ
ロセッサユニットはまた、少なくとも１つの携帯装置が関与するようなゲームに、ゲーム
ルールを適用するようにすることも有利に行える。
【００６５】
　本発明は、次の考察に基づいている。近接した携帯装置を識別するのに視覚および／ま
たは聴覚識別子が有利に用いられる。これは、それらの携帯装置に識別子を検出させ、検
出を互いに確認するメッセージを交換させることにより行われる。本発明は、感知識別子
が複数の携帯装置によって共通に検出されるということをこれらの装置の相互識別に用い
ることができるという更なる考察を利用している。
【００６６】
　尚、本明細書で用いられる用語は本発明の範囲を限定するように解釈されるべきではな
い。特に「備える（comprise(ｓ)）」および「備えている（comprising）」という言葉は
特に言及されていない要素を排除することを意味しない。単数の（回路）要素は複数の（
回路）要素またはそれらの均等物と置き換え可能である。
【００６７】
　本発明が上記に例示された実施形態に限定されず、添付された請求項で規定される本発
明の範囲から逸脱することなく多くの変形および追加を行うことができることを、当業者
は理解するであろう。
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